
＜対策のポイント＞

薬用作物等の産地形成加速化のため、事前相談窓口の設置、栽培技術確立や優良種苗の安定供給のための実証ほ場の設置、農業機械の改良、
技術アドバイザーの派遣等の取組を支援します。

＜政策目標＞

薬用作物の栽培面積の拡大（524ha（平成27年度）→630ha（平成32年度））

＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．全国的な支援体制の整備

○新たに産地化を検討する地域等の取組を促進させるため、事前相談窓口の設置、

地域相談会（マッチング）の開催、地域の栽培技術指導体制の確立に向けた

栽培技術研修会の開催や技術アドバイザーの派遣を支援します。

２．地域における取組の支援

① 生産体制の強化

地域の気象・土壌条件等に適した品種の選定や栽培マニュアルの作成、栽培技術

確立や優良種苗の安定供給のための実証ほ場の設置、低コスト生産体制の確

立に向けた農業機械等の改良、未収益期間への支援 等

② 需要の創出

消費者・実需者ニーズの把握、実需者等と連携した商品開発等の取組を支援し

ます。

（関連対策）

１薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の開発（委託プロジェクト研究）49（58）百万円

２薬剤抵抗性病害虫・難防除雑草等の防除対策の高度化事業 56（53）百万円の内数

［お問い合わせ先］生産局地域対策官（03-6744-2117）

国 民間団体等

補助：定額、１／２以内等
＜事業の流れ＞

１ 全国段階 ２ 地域段階
＜実証ほの設置＞

＜農業機械等の改良＞

このほか、未収益
期間への支援や商
品開発等の取組が
可能。

具体的取組

＜マッチング機会
の提供＞

＜栽培マニュアル
の作成＞

※

電話等での
相談対応や
ＨＰでの
情報提供

薬用作物は耕作放棄地の再生利用等により中山間地域の活性化等に期待され
る作物。一方、漢方製剤等の需要が拡大する中で、中国産の価格が高騰してお
り、実需者からも国内での薬用作物の栽培が望まれている。

現状

・市場がないため、供給先の確保が難しい ・生産や需要等の情報の把握が難しい
・栽培技術指導者が少なく、地域に応じた栽培技術が確立されていない
・専用の農業機械等や登録農薬が少なく手作業が多いため、労働負担が大きい
・栽培期間が長いものが多く収益を得るまでに時間が必要

課題

薬 用 作 物
栽培の手引き

＜技術アドバイ
ザー

の派遣＞

＜相談窓口の設置、
情報提供＞

＜栽培技術指導者
の育成＞

【平成31年度予算概算決定額 1,408（1,450）百万円の内数】
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http://yakusankyo-n.org/index.htm



